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令和 7年第 7回辰野町議会定例会会議録（1日目） 

１．招集告示年月日 令和 7年 8月 27日 

２．開会場所   辰野町議事堂 

３．開会年月日     令和 7年 9月 1日 午前 10時 00分 

４．議員総数      14名 

５．出席議員数    14名 

1番  樋 口 博 美       2番 林   政 美 

3番 牛 丸 圭 也       4番 吉 澤 光 雄 

5番  古 村 幹 夫       6番 松 澤 千代子 

7番  栗 林 俊 彦       8番 髙 木 智 香 

9番  小 澤 睦 美      10番 本 田 光 陽 

  11番 向 山   光      12番 小 林 テル子 

  13番  津 谷   彰      14番  舟 橋 秀 仁 

６．会議事項 

日程第 1 会議録署名議員の指名 

日程第 2 会期の決定 

日程第 3 議案第 1号 令和 6年度辰野町一般会計決算 

日程第 4 議案第 2号 令和 6年度辰野町上水道事業会計決算 

日程第 5 議案第 3号 令和 6年度辰野町下水道事業会計決算 

日程第 6 議案第 4号 令和 6年度辰野町国民健康保険特別会計決算 

日程第 7 議案第 5号 令和 6年度辰野町国民健康保険診療所特別会計決算 

日程第 8 議案第 6号 令和 6年度辰野町後期高齢者医療特別会計決算 

日程第 9 議案第 7号 令和 6年度町立辰野病院事業会計決算 

日程第 10 議案第 8号 令和 6年度辰野町地域情報告知システム特別会計決算 

日程第 11 議案第 9号 令和 6年度辰野町介護保険特別会計決算 

日程第 12 議案第 10号 辰野町課設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 13 議案第 11号 辰野町職員の育児休業等に関する条例及び辰野町職員の

勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第 14 議案第 12号 辰野町議会議員及び辰野町長の選挙における選挙運動の
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公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 15 議案第 13号 専決処分の承認を求めることについて 

令和 7年度辰野町一般会計補正予算（第 4号） 

日程第 16 議案第 14号 令和 7年度辰野町一般会計補正予算（第 5号） 

日程第 17 議案第 15号 令和 7年度辰野町国民健康保険特別会計補正予算（第 1号） 

日程第 18 議案第 16号 令和 7年度辰野町介護保険特別会計補正予算（第 1号） 

日程第 19 議案第 17号 令和 7年度役場庁舎照明 LED化改修工事請負契約について 

日程第 20 議案第 18号 令和 7年度辰野町民会館ホール舞台照明設備改修工事請

負契約について 

日程第 21 議案第 19号 令和 7年度辰野町民会館ホール天井改修工事請負契約に

ついて 

日程第 22 議案第 20号 令和 6年 11月 1日～2日発生 11月豪雨災害復旧事業伝兵

衛井地区工事請負契約について 

日程第 23 議案第 21号 辰野町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 24  議案第 22号 辰野町教育委員会委員の任命について 

日程第 25 議案第 23号 令和 6年度辰野町上水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について 

日程第 26 議案第 24号 令和 6年度辰野町下水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について 

日程第 27 報告事項 (1)地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令

和 2年度から令和 5年度財政指標等の修正について 

  (2)地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令

和 6年度財政指標の報告について 

  (3)専決処分の報告について 

日程第 28 請願・陳情等について 

７．地方自治法第 121条により出席した者 

町長          武 居 保 男  副町長       山 田 勝 己 

教育長         宮 澤 和 德  代表監査委員     中 村 文 昭 

総務課長        三 浦 秀 治    まちづくり政策課長 高 津   稔 

ＤＸ・地方創生担当課長  赤 羽 謙 一  住民税務課長    桑 原 高 広    
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保健福祉課長          矢 島 秀 教  子育て応援課長   髙 倉 健一郎  

産業振興課長       丸 山 貴 之    商工観光担当課長  菅 沼 隆 之  

建設水道課長      熊 谷 健 司  会計管理者     上 島 淑 恵    

学校支援課長          竹 村 智 博  学びの支援課長   福 島   永  

辰野病院事務長        桑 原 さゆり  

８．地方自治法第 123条第 1項の規定による書記 

          議会事務局長   菅 沼 由 紀 

          議会事務局庶務係長  原     梢 

９．地方自治法第 123条第 2項の規定による署名議員 

          議席   第 7番   栗 林 俊 彦    

          議席   第 8番   髙 木 智 香 

１０.会議の顚末  

○議会事務局長 

 ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

○議 長 

 皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、これより令和 7 年第 7

回辰野町議会 9月定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。ここで議

長の諸般の報告を行いますが文書報告とし、お手元に配付してありますので、後ほど

ご覧いただきたいと思います。続いて議事に入ります。本日の議事日程は、あらかじ

めお手元に配布したとおりであります。第 7回定例会招集にあたり、町長より挨拶を

受けます。 

○町 長 

 皆さんおはようございます。本日ここに第 7回辰野町議会 9月定例会を招集申し上

げましたところ、議員各位には時節柄、大変お忙しいところご出席を賜り感謝を申し

上げます。昨日 8 月 31 日に開催した町の防災訓練につきましては、多くの皆様にご

参加いただき誠にありがとうございました。議員各位におかれましては、各地区で開

催された訓練等にご協力いただいたものと思います。本年は赤羽区を主会場に開催さ

れ、区内各世帯の安否を玄関先に掲示する手法や、区所有の小型ポンプを使った初期

消火訓練など独自の取り組みも実践する中で大々的に行われました。町としましても

新しい地方経済生活環境創生交付金を活用し購入した、ベッドやパーテーションを実
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際に組み立てて、その実用性の確認と防災に対する関心を高めていただきました。全

体的に内容の濃い訓練であったと感じたところであります。今後は簡易トイレとポー

タブル電源、給水用簡易水槽を配備し更なる防災対策の充実を図ってまいりたいと考

えています。本年、町の新たな取り組みの一つとして町公式 LINE 上にデジタル防災

訓練を配信いたしました。画面の流れに沿った行動フローにより確認する訓練であり

ます。県の信州防災アプリと合わせ利用をお薦めしていきたいと考えています。さて

決算議会とされる今定例会にご提案申し上げます議案は、令和 6年度一般会計決算を

はじめ、議案第 9号まで各特別会計決算の認定をお願いするものであります。一般会

計の決算総額は歳入で 106億 307万 5,000円、歳出で 101億 4,323万 1,000円となり、

繰越明許費を除く実質収支額は 4億 121万 1,000円の黒字決算となりました。また特

別会計、企業会計については、辰野病院事業会計を除き黒字決算となりました。その

ほか条例の一部改正 3件、専決処分を含む令和 7年度一般会計補正予算や特別会計の

補正予算 4件、工事の請負契約議案 4件、人事案件 2件、決算関連議案 2件の合わせ

て 24 議案であります。また報告事項といたしまして、令和 6 年度の財政指標等と過

年度分の修正、専決処分の報告計 3件があります。提案時それぞれご説明申し上げま

すので、原案承認、可決、同意くださいますようお願い申し上げ、第 7回定例会招集

にあたっての挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議 長 

これより日程に基づく会議に入ります。日程第 1、会議録署名議員の指名を行いま

す。会議録署名議員は、会議規則第 122 条の規定により、議席 7 番、栗林俊彦議員、

議席 8 番、髙木智香議員を指名いたします。日程第 2、会期の決定を議題といたしま

す。議会運営委員長より委員会における協議結果の報告を求めます。議会運営委員長、

樋口博美議員。 

○議会運営委員長（樋口） 

 皆さんおはようございます。去る 8月 28日議会運営委員会を開催し、令和 7年第 7

回辰野町議会 9月定例会の会期並びに審議日程について協議をいたしましたので、そ

の結果についてご報告いたします。8 月 27 日辰野町告示第 56 号によって、辰野町長

より 9月定例会を 9月 1日に招集する旨の告示をされたことを受け、委員全員、正副

議長同席の下、9 月定例会の会期並びに審議日程など議事運営について慎重に協議を

行い、全員一致して決定いたしました。内容の詳細につきましてはお手元に配布しま



5 
 

した会期日程のとおりでございます。全議員の賛同をいただきますようお願い申し上

げ、議会運営委員長の報告といたします。 

○議 長 

お諮りいたします。本定例会の会期並びに議事運営については、事前に配布した会

期日程（案）のとおり決するにご異議ございませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日から 9月 18日までの 18日

間と決定いたしました。日程第 3、議案第 1号、令和 6年度辰野町一般会計決算から、

日程第 11、議案第 9 号、令和 6 年度辰野町介護保険特別会計決算及び日程第 25、議

案第 23 号、令和 6 年度辰野町上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について並び

に日程第 26、議案第 24 号、令和 6 年度辰野町下水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について、以上 11 件を一括議題といたします。なお議案第 23 号及び 24 号につい

ては、議事進行上決算審査と連携しておりますので一括議題といたします。提案者よ

り各会計決算についての報告を求めます。 

○町 長 

 議案第 1号、令和 6年度辰野町一般会計決算から議案第 9号、令和 6年度辰野町介

護保険特別会計決算まで並びに議案第 23 号、令和 6 年度辰野町上水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について、議案第 24 号、令和 6 年度辰野町下水道事業会計未処

分利益剰余金の処分についての提案説明を一括申し上げます。一般会計及び各特別会

計の決算は地方自治法の定めるところにより、歳入歳出予算の執行の実績に基づき、

会計管理者がこれを調整することになっています。今議会では、令和 6年度の歳入歳

出予算に対しての決算の状況を明らかにし、予算の執行の適否を審査していただくこ

とにより、執行機関の事務の公正を確保するものであります。決算及び付属書類につ

いては監査委員の意見を付して議会へ提出し、認定を受けるものでありますので原案

承認いただき、また地方公営企業法の規定に基づく辰野町上水道事業会計及び辰野町

下水道事業会計における未処分利益剰余金の処分についても、原案可決くださいます

ようお願い申し上げます。なお決算の概要につきましては、会計管理者に説明致させ

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○会計管理者 
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 令和 6年度辰野町一般会計及び特別会計の決算を提案するにあたり、その概要につ

いてご説明申し上げます。令和 6年度も、依然として厳しい財政状況の中ではありま

したが、子育て支援の強化や二酸化炭素排出量の削減等、未来を見据えた事業に赴き

を置きながら、限られた財源の効率的、効果的な運用を図り、有利な交付金の活用、

DXへの取り組み、事務の効率化、コスト削減等の業務改善に努め、健全財政の維持に

意を注ぎ予算を執行してまいりました。それでは、お手元に配付させていただきまし

た、令和 6 年度一般会計特別会計決算説明に沿ってご説明させていただきます。1 ペ

ージをお願いいたします。令和 6 年度一般会計決算総額は、歳入 106 億 307万 5,000

円、前年度に比べ 4.9％の増、歳出 101 億 4,323 万 1,000 円、前年度に比べ 6.0％の

増、翌年度繰越額は 4億 5,984万 4,000円となりました。基金の運用につきましては、

利息を含め財政調整基金を中心に 2,965 万 5,000 円を積み立て、4 億 3,903 万 9,000

円を取り崩し、土地開発基金を含む基金総額は 35億 8,195万 6,000円となりました。

歳入について決算額、主なものを申し上げます。町税は総額 24億 824万 6,000円で、

前年度に比べ 3億 8,880万 7,000円、13.9％の減となりました。下段の記載になりま

すけれども、現年課税分全体では、調定額 24 億 1,276 万 9,000 円に対し、収入済額

は 23 億 9,748 万 9,000 円、また滞納繰越分では調定額 4,462 万 7,000 円に対し、収

入済額は 1,075万 7,000円で、現年滞納繰越分合わせての徴収率は 98.0％で、前年度

に比べ 0.4％の減となりました。2 ページ中段をお願いいたします。地方特例交付金

は 9,458万 3,000円で、前年度に比べ 7,844万 8,000円の増となりました。記載はし

てございませんが個人住民税の定額減税に伴う補てん措置によるものでございます。

地方交付税は総額 32億 727万 9,000円となり、1億 486万 6,000円の減となりました。

内訳は、普通交付税が 27億 9,326万 6,000円で、1億 5,572万円の減、特別交付税が

4億 1,401万 3,000円で、5,085万 4,000円の増でございます。使用料及び手数料は 1

億 374万 1,000円となり、前年度に比べ 256万 1,000円の減となりました。霊園使用

料、住宅使用料現年度分の減、対しまして美術館使用料につきましては増でございま

す。国庫支出金は、総額 11 億 3,054 万 3,000 円となり、前年度に比べ 1 億 3,720 万

円の増となりました。新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金、地方創生

臨時交付金等の減、児童手当負担金、学校施設環境改善交付金（繰越）等の増が主な

ものでございます。県支出金は、総額 4 億 8,923 万 1,000 円となり、前年度に比べ 1

億 5,303万円の減となりました。価格高騰特別対策支援補助金、過年度発生林道施設
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災害復旧事業補助金等の減、3ページに続きますが、水の恵みを未来へつなぐ交付金、

子ども・子育て支援施設整備交付金の増が主なものでございます。寄附金は 1億 8,805

万 4,000円となり、前年度に比べ 9,575万円の増となりました。一般寄附金の増が主

なものでございます。繰入金は 4億 3,903 万 9,000円となり、前年度に比べ 4億 442

万 7,000円の増となりました。財政調整基金を始めとする基金からの繰入が主なもの

でございます。繰越金は 5年度からの繰越金として 5億 3,873万 8,000円で、前年度

に比べ 5,246 万 3,000 円の増でございます。諸収入は 5 億 7,888 万 5,000 円となり、

前年度に比べ 3,025万 1,000円の増となりました。新型コロナ定期接種ワクチン確保

助成金、消防救急無線デジタル化事業損害賠償金の増が主なものでございます。町債

は総額 6億 1,290万円となり、前年度に比べ 3億 3,690万円の増となりました。起債

の内訳は、緊急防災・減災事業債、脱炭素化推進事業債、公共施設等適正管理推進事

業債等でございます。次に歳出について決算額、主なものを申し上げます。議会費は

総額 1億 1,363万 8,000円の決算となりました。議会本会議場映像・音響機器設備改

修工事費が主なものでございます。総務費は総額 16 億 764 万 2,000 円の決算となり

ました。庁舎管理費では、庁舎エレベーター設置工事監理業務委託料、庁舎照明 LED

化改修工事設計業務委託料、庁舎エレベーター設置工事費、庁舎自動ドア設置工事費、

庁舎 3階会議室等空調設備設置工事費、庁舎 1階屋根防水改修工事費及び庁舎機械室

内装工事費等庁舎内の改修工事を中心に多数実施いたしました。企画費について 4ペ

ージに続きます。湯にいくセンター、地域活性化センター、たつのパークホテルそれ

ぞれの指定管理料、共創による地域交通形成支援事業業務委託料、湯にいくセンター

空調整備更新工事費、2024辰年プロジェクト負担金が主なものでございます。移住定

住促進事務費は、移住体験施設の経費、移住定住推進業務委託料、空き家改修費等補

助金、空き家等解体事業補助金が主なものでございます。諸費は、町税等過誤納還付

金と国庫補助金等返還金でございます。交通安全対策費は、道路防護柵等の設置工事

費、交通安全協会負担金及び自転車用ヘルメット購入費補助金が主なものでございま

す。防災事業費は、住民参加型防災マップ作成委託料、広域避難所空調設備設置工事

費及び今村区防災備品整備補助金が主なものでございます。公共交通事業費は、乗合

タクシー運行事業委託料、バス運行委託料等が主なものでございます。地方創生臨時

交付金事業費は、繰越明許費も含め物価高騰対応重点支援に伴う低所得者世帯支援給

付金、省エネ家電等買い換え促進補助金、原油価格上昇対策福祉施設支援金、公立病
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院価格高騰対策補助金、上下水道事業支援金等多岐にわたり支援金を執行いたしまし

た。女性・若者活躍推進事業費は、辰野町奨学金返還支援補助金が主なものでござい

ます。5 ページをお願いいたします。戸籍住民基本台帳費は、地方公共団体情報シス

テム機構委託料、マイナンバーカード交付に関する費用及びコンビニ交付証明書交付

センターへの負担金が主なものでございます。民生費は総額 28億 42万 4,000円の決

算となりました。社会福祉総務費は、福祉タクシー扶助費、灯油・ガソリン等購入券

助成金、保健福祉センター維持管理費が主なものでございます。老人福祉費は、老人

福祉センター指定管理料、小野介護予防センター維持管理費、養護老人ホーム入所措

置費、ほたるの里世代間交流センター維持管理費、高齢者自立支援住宅管理費が主な

ものでございます。児童福祉総務費では児童手当給付金、子育て支援センター使用料、

病児・病後児保育施設建設の工事費と管理業務委託料、辰野病院駐車場整備工事費が

主なものでございます。保育園運営費は、町内 6保育園の管理運営経費、羽北保育園

トイレ改修工事費が主なものでございます。6 ページをお願いいたします。衛生費は

総額 10 億 5,234 万 8,000 円の決算となりました。ゼロカーボン推進事業費では、辰

野図書館照明 LED化改修工事費設計業務委託料、辰野図書館照明 LED化改修工事費及

び辰野町ゼロカーボン推進補助金が主なものでございます。診療所費は、町立辰野病

院に対する補助金及び出資金が主なものでございます。水道費は、水質検査や簡易水

道の地方債償還にかかる繰出金が主なものでございます。町保健対策推進費は、妊婦

一般健診、産後（産婦）健診、乳幼児健診に要した医師等の委託料が主なものでござ

います。健康増進事業費は、各種がん検診、その他検診、後期高齢者医療加入者に対

する健康診査委託料等が主なものでございます。伴走型相談支援事業費は、出産・子

育て応援金として、妊娠期また出産後の子育てに対する応援金が主なものでございま

す。農林水産業費は総額 2 億 9,153 万 7,000 円の決算となりました。農業振興費は、

給食の地産地消事業委託料、新規就農者インターン事業負担金、農作業機械購入等補

助金、農業次世代人材投資事業交付金、新規就農者育成総合対策交付金、有機農業産

地づくり推進緊急対策事業交付金が主なものでございます。7 ページをお願いいたし

ます。地域農業基盤確立農業構造改善事業費は、辰野町食の健康拠点施設・辰野町滞

在型農園施設・辰野町交流促進施設の修繕料、指定管理料が主なものでございます。

林業費は、有害鳥獣捕獲報奨金、松枯損木処理委託料等が主なものでございます。ま

た、林業振興費では、森林整備委託料、松枯損木処理委託料が主なものとなっており
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ます。商工費が総額 6億 7,982万 9,000円の決算となりました。商工事業費では、ほ

たるマイカードポイント 3倍キャンペーン負担金、辰野町商工業振興資金利子補給及

び保証料、辰野町商工業誘致及び振興補助金、辰野町商工会補助金、辰野町商工業振

興資金預託金が主なものでございます。観光事業費では、ほたる祭り・各種団体等へ

の負担金・補助金が主なものとしてございます。土木費は、総額 10億 9,553万 9,000

円の決算となりました。土木管理費の土木総務費は、住宅リフォーム補助金、定住促

進奨励金が主なものでございます。用地対策費は、下辰野新屋敷宅地造成工事に伴う

工事請負費及び嘱託登記委託料が主なものでございます。8 ページをお願いいたしま

す。道路新設改良費の道路新設改良事業費から通学路緊急対策交通安全事業費繰越明

許までは、町道 1216 号線宮所の拡幅改良工事費ほか町道 9 路線の改良工事費、町道

77号線昭和橋線の請負工事費、ジャパンアルプスサイクリングロードの矢羽根設置の

請負工事費、北の沢橋の請負工事費、橋梁定期点検委託料、町道 1444 号線北大出の

舗装工事費ほか町道 13 路線の舗装工事費、町道 1 号線宮木城前の請負工事費、町道

15号線小野の請負工事費、町道 8号線宮木大幹線の請負工事費等国庫補助事業や各区

からの要望に応え、多くの町道の改良舗装工事を実施いたしました。都市計画費は、

公園施設長寿命化対策事業荒神山体育館の請負工事費及び下水道事業会計への補助

金が主なものでございます。消防費は、総額 2億 9,512万円の決算となりました。非

常備消防事業費（繰越明許）からは消防小型ポンプ付積載車を第 6分団、第 8分団に

それぞれ購入させていただきました。教育費は総額 14 億 2,792 万 7,000 円の決算と

なりました。教育委員会費について、9 ページをお願いいたします。小中学校の工事

請負費として、辰野東小学校給食室の床改修工事費及び空調設備改修工事費、辰野中

学校の生徒玄関西側舗装工事費及び第二体育館照明 LED化改修工事費、辰野南小学校

給食室ボイラー更新工事費等多くの工事を実施いたしました。学校施設環境改善交付

金事業費（繰越明許）からは、辰野西小学校体育館長寿命化改修工事を行っておりま

す。小学校費、中学校費は職員の人件費、管理運営経費、備品購入費、ICT 機器リー

ス料、給食関係経費、施設修繕費、辰野町塩尻市に係る小学校組合及び中学校組合の

負担金が主なものでございます。社会教育総務費は、協議会・文化団体への負担金及

び補助金のほか男女共同参画事業・人権同和教育の経費が主なものでございます。公

民館費は、生涯学習と子育て支援の一環として行う各種教室・講座の費用、分館改修

工事補助金、分館の活動交付金の主なものでございます。図書館費は、図書館の維持
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管理経費、新刊図書等備品購入費が主なものでございます。美術館管理運営事業費は、

施設の維持管理経費及び照明 LED化改修工事費が主なものでございます。美術館特別

展事業費は、石川麻優子・漆原さくら展、村上忠志展、ひこねのりお展、千田泰広展

などの特別展の経費が主なもので、6 年度の入館者数は過去最高となりました。文化

財保護費は、町内の文化財保護・保全・調査のための経費が主なものでございます。

埋蔵文化財発掘事業費は、埋蔵文化財発掘調査の経費をはじめ、保守管理等委託料が

主なものでございます。町民会館管理運営費は、ホール舞台照明 LED化改修工事設計

業務委託料、東側自動ドア設置工事費、大会議室入口段差解消工事費等の維持管理・

運営のための経費及びオペレッタフェスティバルをはじめとする自主事業費が主な

ものでございます。スポーツ公園管理費は、10ページに続きますけれども、スポーツ

公園維持管理経費、たつの未来館及び世界昆虫館の指定管理料が主なものでございま

す。災害復旧費は総額 3,033万 2,000円の決算となりました。現年災農業施設災害復

旧事業費は、伝兵衛井地区の測量設計業務委託料が主なものでございます。公債費は

総額 7億 4,889万 5,000円となりました。内訳は起債元金が 7億 3,805万円、起債利

子が 1,024 万 1,000 円、一時借入金利子が 60 万 4,000 円でございます。続きまして

11ページ、令和 6年度特別会計決算についてご説明申し上げます。上水道事業会計で

ございます。安全な水道水を安定的に供給するため、老朽化した水道設備、機械、管

路の更新を計画的に進めてまいりました。令和 6 年度の主要な建設改良事業として、

浄水施設改良事業では、下横川簡易水道一ノ瀬配水池膜ろ過設備新設工事、穴倉沢飲

料水供給施設浄水設備改良工事等また配水施設改良事業では、国道 153号線拡幅工事

に伴う水道管仮設工事、下横川簡易水道一ノ瀬地区配水管布設替工事を実施いたしま

した。経営面においては、令和 6年 4月 1日より水道料金改定を実施し、施設の適正

な維持管理を行い、経費節減に努めてまいりました。収益的収支について、収入総額

は 4億 1,301万 8,000 円、支出総額 3億 8,822万 2,000円、収支差引 2,479万 6,000

円の黒字決算となりました。なお、上水道事業会計の未処分利益剰余金 4,302万 8,131

円のうち、900 万円を自己資本金に組み入れます。下水道事業会計でございます。生

活基盤インフラとして安定した下水処理推進のため、施設の長寿命化事業を計画的に

進めてまいりました。令和 6 年度の主要な建設改良事業として、管渠整備事業では、

下水道ストックマネジメント計画に基づき、管路施設点検調査を行う予定でしたが、

補助が未採択だったため順延いたしました。処理場整備事業については、令和 5年度
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から繰越した辰野水処理センターの改築・耐震工事を行いました。有形固定資産購入

事業については、特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術実証研究が終了し、

使用していた機器を買い取りました。また、下水道事業計画を変更いたしました。12

ページをお願いいたします。収益的収支について、収入総額は 8億 6,808万 4,000円、

支出総額 7億 7,639万 7,000円、収支差引 9,168万 7,000円の黒字決算となりました。

なお、下水道事業会計の未処分利益剰余金は、9,168万 7,104円のうち 8,228万 8,313

円を減債積立金に積み立てます。国民健康保険特別会計でございます。持続可能な医

療保険制度を構築するため、県と町は共同保険者として国民健康保険の運営を行って

います。県は財政運営の責任を負い、町は資格の管理や保険税の賦課徴収、健康の保

持増進を目的とした保健事業を行っております。被保険者数は年間平均 3,390人、加

入率は 24.6％となりました。歳入総額 17億 1,207万円、歳出総額 17億 933万 3,000

円、歳入歳出差引 273万 7,000円を翌年度に繰り越しました。診療所特別会計でござ

います。診療所は第一診療所と川島診療所があり、町内開業医での委託契約により、

それぞれ週 1回午後のみ審議を行っておりましたが、医師の確保ができず令和 6年度

は休止といたしました。歳入総額 337 万 7,000 円、歳出総額 75 万 4,000 円、歳入歳

出差引 262万 3,000円を翌年度に繰り越しました。13ページをお願いいたします。後

期高齢者医療特別会計でございます。後期高齢者医療保険は、75歳以上の高齢者及び

65歳以上で一定程度の障がいのある方が加入する医療保険でございます。高齢者の医

療の確保に関する法律の規定により、県と町は後期高齢者医療に関する事務を分担し

行っております。被保険者数は 4,269人で、前年度に比べて 104人の増となりました。

歳入総額 3億 7,450 万 2,000円、歳出総額 3億 7,238 万 8,000 円、歳入歳出差引 211

万 4,000 円を翌年度に繰り越しました。町立辰野病院事業会計でございます。令和 6

年度の病院事業は、令和 5年度に引き続き経営状況が厳しく、院内で経営改善プロジ

ェクトチームを立ち上げ、患者確保対策及び地域連携強化対策に取り組みました。し

かし、患者数はコロナ禍以前の水準に回復せず、一般会計から 1億 2,000万円の繰入

金を増額したところではありますが、人件費の引き上げや前年度からの物価高騰等に

よる影響が大きく、収益的収支について、収入総額は 23 億 1,912 万 8,000 円、支出

総額 23億 6,274万円、収支差引 4,361万 2,000円の赤字決算となりました。14ペー

ジをお願いいたします。地域情報告知システム特別会計でございます。地域情報告知

システムは運用を開始して 13 年が経過いたしました。歳入総額 1,512 万 1,000 円、
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歳出総額 1,348万 1,000円、歳入歳出差引 164万円を翌年度へ繰り越しました。介護

保険特別会計でございます。介護保険サービスは、訪問介護などの在宅サービス及び

介護老人福祉施設などに入所して受ける施設サービスを合わせ、2 万 7,789 件の利用

がありました。また、要支援認定者、基本チェックリスト該当者を対象とした介護予

防・日常生活支援総合事業を中心に、地域支援事業を継続実施いたしました。歳入総

額 21億 9,400万 8,000円、歳出総額 21億 3,708万 8,000円、歳入歳出差引 5,692万

円を翌年度に繰り越しました。以上、一般会計と 5 つの特別会計、3 つの企業会計合

わせて 9会計について、決算の概要を説明させていただきました。令和 6年度に計画

いたしました数々の事業をおおむね完成することができました。これもひとえに、町

議会をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力の賜物と心から敬意と感謝を申し上げま

す。内容をご審議の上、認定くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議 長 

続いて、中村代表監査委員から決算審査意見の報告と説明を求めます。 

○中村代表監査委員 

決算審査の結果について報告いたします。お手元の審査意見書に沿って主な点を報

告いたします。一般会計及び特別会計決算意見書 1 ページをお開きください。令和 7

年 7 月 28 日から 8 月 1 日にかけ、役場会議室及び町民会館学習室において、令和 6

年度一般会計及び特別会計 5会計、並びに地方自治法施行令第 166条第 2項に定める

書類について、関係担当者から説明を受け、例月出納検査及び定期監査の結果をも照

合し、併せて検討を加えました。また、8 月 4 日午前には財政健全化法による健全化

判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、

小澤睦美監査委員とともに審査いたしました。その結果、審査に付された一般会計、

特別会計の書類、その他関係帳簿の係数に誤りのないものと認めました。また、各基

金は設定の目的に沿って適正に運用されたものと認めましたのでまずご報告申し上

げ、続きまして意見の概要を申し上げます。2 ページ表 1 をご覧ください。令和 6 年

度一般会計及び特別会計の決算総額は、一番下の合計欄です。歳入総額 149億 215万

3,000 円、歳出総額 143 億 7,627 万 5,000 円、前年対比では歳入が 3.2％の増額、歳

出が 4.1％の増額となりました。実質収支は 4 億 6,724 万 5,000円のプラスであり、

これは人口 2万人の当町に照らし妥当な決算規模であると考えられます。うち一般会

計決算は、歳入総額 106億 307万 5,000円、歳出総額 101億 4,323万 1,000円、実質
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収支は 4億 121万 1,000円の黒字決算であります。また特別会計は、国民健康保険特

別会計ほか 4会計で、歳入総額 42億 9,907万 8,000円、歳出総額 42億 3,304万 5,000

円、実質収支は 6,603万 3,000円の黒字決算であります。各会計とも適切な処理がさ

れており、全体として順当な決算であることを認めます。次に 3ページ表 2をご覧く

ださい。一般会計の歳入状況ですが、歳入の柱である町税は前年対比 13.9％、3 億

8,880 万 7,000 円の減額となりました。県支出金、地方交付税など減額となりました

が、繰入金、町債、国庫支出金などが増額となり、全体では昨年より 4億 9,486万 8,000

円 4.9％の増収となりました。続いて 5 ページ表 4、町税決算表をお願いします。町

税の内訳です。町税全体の収入決算額は 24 億 824 万 5,000 円で、軽自動車税、入湯

税以外の税は減額となりました。続いて 6 ページ表 5、町税等収入・収入未済額表を

ご覧ください。町税の現年度課税分の収入済額は 23 億 9,748 万 9,000 円となりまし

た。収納率は 99.4％で前年に比べて横ばい、徴収体制はおおむね良好と評価します。

また、町全体の収入未済額は 4,771万 7,000円で対前年 307万 4,000円の増となって

おります。過年度分の不能欠損の対象者が少なかったこともありますが、徴収率の停

滞も見られます。また不納欠損額は 143万 3,000円となっており、法令に基づく適正

な調査と処理が行われた結果と思われます。少しでも不納欠損処理に至らぬよう対策

を講じ、今後も自主財源の確保と税負担の公平の見地から、引き続き収入未済額の縮

小に最善の努力をお願いするものであります。7 ページ表 6 をご覧ください。一般会

計の歳出です。予算の執行状況ですが予算額 106億 4,693万 7,000円に対し、支出額

101億 4,323万 1,000円で、執行率は 95.3％となっております。歳出総額は事業にお

ける効率的、効果的な執行が行われ、前年度を 6％、5 億 7,376 万 2,000 円上回りま

した。経費については、物価高騰や人件費の増により増加しました。職員の意識改革

や、効率的、効果的の意識の浸透は見られますが、今後とも各事業の実態に照らして、

その適正規模について十分検討し、最小の経費で最大の効果があるよう最大限の努力

を要望します。次に基金です。12 ページ表 7、8 基金運用状況表を合わせてご覧くだ

さい。一般会計の基金でありますが、財政調整基金をはじめ、合わせて 4億 2,844万

7,000円、多数の基金の取り崩しがあり、また利息を含め 20の基金で 1,906万 3,000

円の積立てを行いました。一般会計の基金残高は 35 億 8,195 万 6,000 円となり、特

別会計を含む基金残高は 40 億 9,675 万 6,000 円となりました。設置の目的に沿い、

適切な運用がされたものと認めます。令和 6年度のように目的に応じて基金の大きな



14 
 

運用をする場合には、目的の計画を明確にし、安易に運用することのないよう努めて

いただきたい。今後も将来に向けて計画的な積み立ての更なる増強と運用にも十分配

慮されることを強く要望します。次に 14ページ表 12、主要財務指標をご覧ください。

一般会計の財政の構造、構成から見た指標です。主要財務指標のうち経常収支比率は

96.6％と、前年より 10.3％と大きく上がりました。町立辰野病院補助金の増や地方税

及び普通交付税の減が主な原因と考えられます。今後も尚一層経常経費の抑制に留意

をお願いしたいと思います。ちなみに町村では 70％程度に収まることが妥当とされて

います。財政力指数は 0.47で前年より 0.02ポイント上がっています。高いほど財源

に余裕があるとされるものです。次に 15 ページをお願いします。特別会計でありま

すが、係数は冒頭、表 1 で見ていただいたとおり、それぞれの概要 15、16 ページで

ご確認ください。経営面ではそれぞれの特別会計が事業目的を達成するために、安易

に一般会計の繰入れに頼ることのないよう、また事業の内容・動向も合わせて、独立

採算の原理に基づく経営を要請するところです。次に 17 ページをお願いします。財

政健全化判断比率とその基礎となる事項を記載した書類について、8 月 4 日関係の書

類を審査しました。暫定値ではありますが、いずれも適正に作成されているものと認

めました。18ページ表 13、健全化判断比率をご覧ください。健全化判断比率ですが、

実質赤字比率、連結実質赤字比率ともに黒字決算となっているため問題ありません。

実質公債費比率は 8.6％と前年より 0.3 ポイント増加ですが健全の範囲内です。また

将来負担比率は前年と同様にマイナスとなりました。早期健全化比率は 350％ですの

で健全の範囲内です。とはいえ、町民サービスの充実や GX、 DXの推進、病院への補

助金など財政需要は増大し、財政の硬直化は進行しています。増収よる自主財源の確

保、国庫支出金等の動向に注視した資金獲得に努め、指定管理者制度では一部改善を

要する事項が見受けられました。公平で適正な支出を徹底し、また基金においては目

的に沿って積み立て、計画的な運用により引き続き健全な財政運営に取り組んでいた

だきたいと思います。続いて別冊の公営企業会計決算及び経営健全化の審査意見書の

1ページをお開きください。公営企業会計決算であります。7月 29日と 8月の 4日役

場会議室及び辰野病院において、小澤睦美監査委員とともに、辰野町上水道事業会計、

辰野町下水道事業会計及び町立辰野病院事業会計を審査しました。はじめに 21 ペー

ジ表 20、資金不足比率をご覧ください。一番後ろになります。企業会計において財政

健全化法による資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類が
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適正に作成されているか審査しました。いずれも適正に作成されているものと認めま

した。いずれの会計とも資金不足はなく該当なしでありました。戻って 2、3 ページ

をご覧ください。表の 1、2 になります。上水道事業会計においては、収入の主なも

のは給水収益であります。給水人口は減少となりました。今後も漏水調査を行い、漏

水箇所の修理を行っておりますが、有収率は前年を 1.4％下回りました。5ページ表 5

をお願いします。収益は前年度比 3.4％増額、費用は 4.1％の増額となり、2,479 万

6,000 円の純利益が生じ、黒字決算となりました。ただし営業収益から営業費用を差

し引いた段階での営業損益は 7年連続の赤字です。配水・給水費などの費用が増えて

います。なお未処分利益剰余金 4,302万 8,000円のうち、議会の議決による処分とし

て、資本金へ組み入れに 900 万円を計上し、条例による処分として減債積立金 2,000

万円、建設改良積立金に 1,000 万円を積み立てています。6 ページ表 6、上水道未収

金をお願いします。水道使用料の未収金については現年度分が増額、過年度分は減額

しました。年々減少傾向にあり徴収率は増加となり改善は見られています。個々の管

理など基本的な対応を引き続き行い、今後も新たな取り組みに挑戦いただき、水道料

の値上げもされたことから、公平性の確保になお一層心がけていただきたいと考えま

す。上水道事業は今後も老朽化した水道設備、機械、管路の更新、耐震化など、計画

的に取り組んでいかなければならない事業が多々あります。これらを積極的に推進で

きるよう、公営企業としての経済性を発揮し、効率的な運営、建設コストの縮減によ

る財源を確保し、安全で美味しい水を供給するために更なる努力を望むものでありま

す。次に 7 ページをご覧ください。下水道事業について申し上げます。7、8 ページ、

表 7をご覧ください。下水道事業においては、収入の主なものは下水道使用料であり

ます。いずれの事業においても、水洗化率は高い数字となっており、下水道事業及び

特定環境保全公共下水道事業においては昨年を上回りました。11 ページ表 11 をお願

いします。収益は前年度比 1.3％の減額、費用は 0.3％の減額となり、9,168万 7,000

の純利益が生じ黒字決算となりました。ただし営業収益から営業費用を差し引いた段

階での営業損益は昨年に引き続き赤字となっています。未処分利益剰余金 9,168 万

7,000 円のうち、8,228 万 8,000 円は、議会の議決による処分として減債積立金に積

み立てています。12 ページの表 12、下水道未収金をお願いします。下水道使用料の

未収金は、特に現年度分が大幅に減額しました。今後も公平性を確保し、個々の管理

など基本的な点をしっかりとして対策を講じていただきたいと考えます。下水道事業
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は今後の生活基盤インフラとして安定した下水道処理推進のために、計画的な施設の

長寿命化等に努めていただきたいと考えます。次に 13ページをご覧ください。表 13、

14をお願いします。町立辰野病院事業について申し上げます。昨年入院患者数が増加

しましたが、外来患者数が大きく減少しました。入院患者数は前年度比 2.7％、707

人の増、外来患者数は前年度比 2.8％、1,789 人の減となりました。次に表 14、決算

状況ですが、収益は前年度比 4.4％の増額、費用は 0.9％の増額となり、4,361万 2,000

円の純損失が生じ赤字決算となりました。総収益の中には町の一般会計などから 5億

2,000万円の繰入金が含まれており、本業の不足分を補っております。16ページ表 14

に詳細な収支がありますのでご確認ください。また、17 ページの表 18 には費用の詳

細がありますので、合わせてご確認ください。費用面では、材料費及び経費等は減少

しているもの、人事院勧告による支給額引き上げにより給与費が増加しています。今

後も常勤医師の確保や健診事業の拡充など、収益力の強化と費用面の管理体制強化を

しっかりし機能することを望みます。次に 18ページ表 19をご覧ください。医業未収

金については過年度分は減少しましたが、現年度分は増加しました。今後も早期対応

することや院内の連携、徴収体制の工夫により増やさぬよう更なる努力をすることを

望みます。当病院の経営は、物価高騰や患者数の減少、人件費の引き上げ等による影

響で、多額の繰入金によって運営しなければならない大変厳しい状況にあります。こ

の状況を非常事態であると考え、より一層の努力と早急な対応を講じていただきたい。

病床機能再編に向けた経営改善の取り組みについては、今後検証していく中で、地域

に求められる病院機能の充実と安定により質の高い医療サービスの提供を要望いた

します。以上、令和 6年度一般会計ほか各会計の決算は決算書及び諸帳簿、証拠書類

について精査し慎重審査を行いましたが、収支の計数に誤りもなく証拠書類も整備さ

れ、会計経理は正確と認め意見といたします。最後に別冊の令和 2年度から令和 5年

度決算に基づく健全化判断比率の修正に係る再審査意見書をご覧ください。後ほど担

当課からより報告がありますが、令和 2年度から令和 5年度決算に基づく健全化判断

比率の修正があったことから、8 月 4 日再審査を行いました。修正された実質公債費

比率及び将来負担比率は、いずれも早期健全化基準より下回っているため健全の範囲

と認め意見といたします。 

○議 長 

ここで、各会計の決算について質疑を行いますが、委員会に付託する関係もござい
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ますので、総体的な問題について質疑を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。本決算議案につきましては、会議規則

第 37 条の規定により各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって、決算関係議案、議案第 1号から議案第 9号及び議

案第 23 号並びに議案第 24 号、以上 11 議案はお配りしてあります各常任委員会関係

議案付託一覧表のとおり各常任委員会に付託することに決しました。日程第 12、議案

第 10 号、辰野町課設置条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提

案者より提案理由の説明を求めます。 

○総務課長 

 議案第 10 号、辰野町課設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し

上げます。根拠法令である地方自治法の一部改正に伴い、これを引用している条文等

条例の一部を改正するものでございます。新旧対照表の 1ページをご覧ください。根

拠条文が第 1条の第 7項から第 1条の第 1項となったため、項番ずれの整理となって

おります。施行日は公布の日からとします。以上、提案理由を申し上げました。ご審

議の上、原案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結いたします。これより議案第 10 号、辰野町課設置条例の一部を

改正する条例についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決

するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 10 号は、原案のとおり可決されました。日



18 
 

程第 13、議案第 11 号、辰野町職員の育児休業等に関する条例及び辰野町職員の勤務

時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提

案者より提案理由の説明を求めます。 

○総務課長 

 議案第 11 号、辰野町職員の育児休業等に関する条例及び辰野町職員の勤務時間及

び休暇等に関する条例に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し

上げます。地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、職員が仕事と

育児、介護も両立できるように育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、

介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知、意向確認の義務化等を改正を行うも

のであります。辰野町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について説明申し上

げます。新旧対照表の 1ページをご覧ください。育児を行う職員の部分休業の拡充に

関する改正となります。第 15 条は、部分休業を取得することができない職員の勤務

について、勤務日ごとの勤務時間を削除しております。第 16 条は、第 1 号部分休業

の承認といたしまして、職員が時間単位の部分休業を請求した場合において、勤務時

間の始めまたは終わりに限り承認可能とする取り扱いを廃止しております。1 ページ

から 2 ページの第 16 条の 2 から 4 につきましては、今回新しく加わりました第 2 号

部分休業の承認の改正となります。現行の 1日につき 2時間を超えない範囲内の形態

に加え、1日につき 10日相当の範囲内で取得可能とする形態を設けることとし、職員

は第 1号部分休業または第 2号部分休業のいずれかの形態を選択可能としております。

第 16条の 4については、第 2号部分休業について、1年の期間で取得可能な時間にな

ります。非常勤職員以外の職員は 77時間 30分、非常勤職員については勤務日 1日当

たりの勤務時間数に 10 を乗じて得た時間となります。3 ページをご覧ください。第

18条は、申し出をした職員が条例に定める特別な事情がある場合に限り、申し出の内

容を変更することができる旨の改正になります。続いて、辰野町職員の勤務時間及び

休暇等に関する条例の一部改正の説明を申し上げます。新旧対照表 1ページをご覧く

ださい。第 5条の 3は、子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合に

おいて、任命権者が所定労働時間を超えて、勤務させてはならない職員の範囲を 3歳

に満たない子を養育する職員から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職

員へと拡大し、それに伴う関係条例の一部改正となります。2ページをご覧ください。

第 12 条は、新旧対照表 4 ページにでてきます配偶者等という軸の定義を表すための
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改正となります。3ページをご覧ください。第 16条は、妊娠、出産等についての申出

をした職員等に対する意向確認等といたしまして、仕事と育児の両立支援制度の利用

に関する職員の意向確認等の実施をするものであります。具体的には、妊娠、出産の

申し出時と子が3歳になる前の育児期にある職員への面談等による両立支援制度の周

知や、制度利用、働き方意向聴取など、聴取した意向への配慮を行い、職員が子の年

齢に応じた柔軟な働き方を選択できるよう支援するものでございます。4 ページをご

覧ください。第 17 条は配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向

確認等といたしまして、家族の介護の必要が生じた職員に対して、仕事と介護の両立

支援制度の周知や、両立支援制度請求等に関する職員の意向確認等を面談等で措置で

実施するものであります。5ページをご覧ください。第 18条は、勤務環境の整備に関

する措置といたしまして、家族の介護の必要が生じた職員からの両立支援制度の請求

が円滑に行われるようにするため、職場環境の整備をするものであります。具体的に

は、研修等の実施、相談窓口の設置等措置を行い、職員が仕事と介護の両立に必要な

制度を選択できるよう支援するものでございます。各条例とも施行日は令和 7 年 10

月 1日からであります。以上一括して提案理由を申し上げました。ご審議の上、原案

可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

ここで質疑を行いますが、委員会付託する関係もありますので総括的な問題につい

て質疑を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。議案第 11 号につきましては、会議規

則第 37 条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって、議案第 11 号は、総務産業常任委員会に付託する

ことに決しました。日程第 14、議案第 12 号、辰野町議会議員及び辰野町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。提案者より提案理由の説明を求めます。 
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○総務課長 

 議案第 12 号、辰野町議会議員及び辰野町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。公職選挙法施行

令の改正により選挙運動用はがき等の作成の公営に要する経費に係る限度額が引き

上げられたことに伴い、これを準用している条文等、条例の一部を改正するものでご

ざいます。新旧対照表 1ページをご覧ください。第 8条では、選挙運動用のビラに係

る公費負担額の限度額を作成単価について、7円 73銭から 8円 38銭、第 11条では選

挙運動用ポスターに係る公費負担額の限度額を作成単価について、541 円 31 銭から

586円 88銭に改正するものであります。施行日は公布の日からとします。以上、提案

理由を申し上げました。ご審議の上、原案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

 これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

 質疑、討論を終結いたします。これより議案第 12 号、辰野町議会議員及び辰野町

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について

を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり決するにご異議ありませ

んか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第 12 号は原案のとおり可決されました。日

程第 15、議案第 13 号、専決処分の承認を求めることについて、専決第 1 号、令和 7

年度辰野町一般会計補正予算（第 4号）を議題といたします。提案者より提案理由の

説明を求めます。 

○町 長 

 令和 7年度辰野町一般会計補正予算（第 4号）を提案するにあたりまして提案理由

を申し上げます。今回の補正予算は、役場庁舎 1階事務室の空調設備更新工事に係る

専決補正予算であります。補正総額は 650 万円の追加で、予算総額は 106 億 468 万

9,000 円となりました。以下、その概要を申し上げますと、歳入につきましては繰越

金の追加であります。歳出につきましては総務費で、役場庁舎 1階事務室、建設水道
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課及び産業振興課内に設置してあります 3台の空調設備が故障したため、更新工事を

追加するものであります。連日、猛暑が続く中、来庁者や職員の健康を害する恐れが

あることから早急に対応する必要があると認めましたので、令和 7年 8月 7日専決処

分いたしました。以上のとおり補正予算の概要を申し上げましたが、必要に応じて関

係課長より説明いたさせますので、ご審議の上、原案承認くださいますようお願い申

し上げます。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結いたします。これより議案第 13 号、専決処分の承認を求めるこ

とについて、専決第 1号、令和 7年度辰野町一般会計補正予算（第 4号）を採決いた

します。お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 13 号は原案のとおり承認することに決しま

した。日程第 16、議案第 14 号、令和 7 年度辰野町一般会計補正予算（第 5 号）を議

題といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○町 長 

令和 7年度辰野町一般会計補正予算（第 5号）を提案するにあたりまして提案理由

を申し上げます。今回の補正予算は地方創生臨時交付金事業で、定額減税補足給付金

にかかる費用、松枯損木処理業務委託料、町税等過誤納還付金等を追加するものであ

ります。補正総額は 8,776万 7,000円の追加で、予算総額は 106億 9,245万 6,000円

となる補正予算であります。以下、その概要を申し上げますと、歳入につきましては

地方特例交付金、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収

入の追加と町債の減額であります。歳出につきましては総務費で、役場庁舎への浸水

を防ぐための簡易止水板の購入、法人住民税還付金を主とした町税等過誤納還付金、

道路反射鏡の修繕料、広域避難所空調設備設計業務委託料、地方公共団体情報システ

ム機構交付金、令和 6年の所得税額確定により本来の給付額との差額が生じた方へ不

足分を支給する、定額減税補足給付金に要する費用、公職選挙法施行令の改正に伴う
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選挙公営負担金等の追加、地域レジリエンスソーラーシステム賃貸借事業付帯工事の

減額であります。民生費ではボランティアセンターで故障した FF 式石油暖房機の更

新工事、システム改修に伴う上伊那広域連合負担金、養護老人ホーム運営費負担金、

辰野町シニアクラブへの加入団体増によるシニアクラブ活動助成補助金、共生館あさ

ひヶ丘で故障した居室温水器の更新工事、病児・病後児保育施設の入口自動ドアへ間

接操作できる電子錠の取付工事の追加であります。衛生費でシステム改修に伴う上伊

那広域連合負担金、中央保育園照明 LED化工事で物価高騰に伴う当初予算計上額不足

分、地区健康教室事業業務委託料の追加、地区健康教室講師謝礼の減額であります。

農林水産業費で渇水により農業用水の取水が困難となっている箇所の、用水確保に向

けた道水路整備に要する重機使用料、中井筋水路の漏水等に緊急対応したことにより

不足する水路改修工事、目撃情報が多発しているクマに備えクマよけスプレーやクマ

用盾の購入、松枯損木処理業務委託料、しだれ栗森林公園キャンプ場内で強風等によ

り枯れ枝落下の恐れがある危険木の処理業務委託料等の追加であります。消防費では、

中央道救急業務支弁金本部負担金、小野区及び今村区内の火の見櫓の撤去工事、第 7

分団平出旭町ポンプ置き場の雨漏り修繕に要する補助金等の追加であります。教育費

で中央コミュニティセンターの雨漏り改修工事に係る分館改修工事補助金の追加で

あります。地方債補正につきましては緊急防災・減災事業債と脱炭素化推進事業債の

変更であります。以上のとおり補正予算の概要を申し上げましたが、ご審議の上、原

案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

本案は議案調査のため自宅審査に付し最終日採決として議事を進行いたします。日

程第 17、議案第 15 号、令和 7 年度辰野町国民健康保険特別会計補正予算（第 1 号）

を議題といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○住民税務課長 

議案第 15 号、令和 7 年度辰野町国民健康保険特別会計補正予算(第 1 号)の提案理

由をご説明いたします。1 ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ 263 万 7,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 18 億 978 万 5,000

円とするものです。内容につきましては 6ページをご覧ください。歳入です。繰越金

について前年度繰越金の確定により前年度繰越金を 263万 7,000円増額するものです。

続きまして歳出です。7 ページをご覧ください。諸支出金について、一般被保険者保
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険税還付金の償還金利子及び割引料を、資格喪失に伴う被保険者への遡及還付のため、

50万円増額するものです。また、予備費について歳入増額による調整のため、213万

7,000 円増額するものです。以上、提案理由を申し上げました。ご審議の上、原案可

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

 質疑、討論を終結します。これより議案第 15 号、令和 7 年度辰野町国民健康保険

特別会計補正予算（第 1号）を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のと

おり決するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 15 号は原案のとおり可決されました。日程

第 18、議案第 16 号、令和 7 年度辰野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）を議題

といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○保健福祉課長 

議案第 16 号、令和 7 年度辰野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）の提案理由

をご説明申し上げます。1 ページをご覧ください。歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ 5,915 万 1,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22 億

7,390 万 2,000 円とするものです。内訳につきましては 6 ページをご覧ください。歳

入では、国庫支出金は地域支援事業交付金過年度分を 37 万 7,000 円の増、支払基金

交付金は介護給付費交付金過年度分を 185万 6,000円増額するものです。これは令和

6年度分の地域支援事業、介護給付費の精算に伴い不足分が追加交付されるものです。

繰越金は、前年度繰越金の確定により 5,691 万 8,000 円を増額するものです。7 ペー

ジをご覧ください。歳出では、諸支出金は令和 6 年度の介護給付費等の精算に伴い、

過年度分として国県社会保険診療報酬支払基金に 3,648万円返還するための増、予備

費は 2,267万 1,000円増額するものです。以上、提案理由を申し上げました。ご審議

の上、原案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長 
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 これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

 質疑、討論を終結します。これより議案第 16 号、令和 7 年度辰野町介護保険特別

会計補正予算（第 1号）を採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり

決するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

 ご異議なしと認めます。よって議案第 16 号は原案のとおり可決されました。ただ

いまより暫時休憩とします。再開時間は、11時 35分とします。 

休憩開始     11時 22分 

再開時間    11時 35分 

○議 長 

再開いたします。日程第 19、議案第 17 号、令和 7 年度役場庁舎照明 LED 化改修工

事請負契約についてを議題といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○まちづくり政策課長 

議案第 17 号、令和 7 年度役場庁舎照明 LED 化改修工事請負契約について、提案理

由を申し上げます。当工事の請負契約につきましては、令和 7年 8月 6日、一般競争

入札に付した結果、落札者が決定しましたので請負契約を締結するため、辰野町議会

の議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2 条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は、令和 7年度、役場庁舎照明 LED

化改修工事、契約の方法は一般競争入札、契約金額は 4,979万 7,000円、契約の相手

方は長野県上伊那郡辰野町大字平出 1767 番地 1、株式会社元木工電舎でございます。

以上、提案理由を申し上げました。工事内容につきましては、総務課長から説明申し

上げますので、ご審議の上、原案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○総務課長 

議案第 17 号、令和 7 年度役場庁舎照明 LED 化改修工事請負契約について、工事内

容を申し上げます。辰野町では、地球温暖化対策実行計画事務事業編に基づきまして、

公共施設の省エネ化を推進するため、施設の照明 LED化を進めております。その一環

として、本年度、役場庁舎の照明 LED化改修工事を実施します。今回の工事は、役場
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敷地内の照明のうち、役場庁舎 1階から 3階の照明を対象としたもので、役場庁舎は

1 階は正面玄関ホール及び中央便所、男女更衣室、エレベーター、町民ホールの一部

を除いたすべてについて、2 階は総務課事務室の一部及び中央便所の除いたすべてに

ついて、3 階は談話室と中央便所を除いたすべてについて、屋上は機械室、階段につ

いての工事を行うものでございます。過去に老朽化等により LEDに交換された箇所を

除いた、全 747台を LED化照明に改修するものでございます。工期は、議会の議決を

得た日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までを予定しております。工事内容は以上のと

おりであります。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

○吉 澤（4番） 

一般競争入札に付したということですが、応札者は何者あったのでしょうか、教え

てください。 

○まちづくり政策課長 

お答えいたします。応札業者は 2者です。以上です。 

○議 長 

ほかにございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結いたします。これより議案第 17号、令和 7年度役場庁舎照明 LED

化改修工事請負契約についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は、原案の

とおり決するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 17 号は原案のとおり可決されました。日程

第 20、議案第 18 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール舞台照明設備改修工事請負契約

についてを議題といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○まちづくり政策課長 

議案第 18 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール舞台照明設備改修工事請負契約につ

いて、提案理由を申し上げます。当工事の請負契約につきましては、令和 7 年 8 月 5
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日、随意契約に付した結果、落札者が決定しましたので請負契約を締結するため、辰

野町議会の議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は、令和 7年度辰野町民

会館ホール舞台照明設備改修工事、契約の方法は随意契約、契約金額は 2億 8,600万

円、契約の相手方は東京都台東区池之端 2 丁目 7 番 17 号井門池之端ビル、株式会社

松村電機製作所東京支店でございます。契約の方法につきましては、舞台照明設備は

特殊なものであり、既存設備の一部を改造及び使用するため、製品保証が伴うことま

た製造者が有する知識、技術等を要することからも、今回の契約の相手方以外の第三

者では要件を満たさないため、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号のその性

質または目的が競争入札に適さないものとして、随意契約を締結したいものでござい

ます。以上、提案理由を申し上げました。工事内容につきましては、学びの支援課長

から説明申し上げますので、ご審議の上、原案可決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○学びの支援課長 

議案第 18 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール舞台照明設備改修工事請負契約につ

いて、工事内容を申し上げます。現在、町民会館の舞台で使用している照明機器は、

ハロゲン球を使用しておりますが、この電球が既に一部製造中止となっており、この

電球が球切れした場合使用できなくなる機器があり、舞台の運営に影響が出る恐れが

あることから、照明機器約 160台について、既存の照明機器を取り外し新たに LED照

明機器を設置し、関連するホールの設備の改修を行い、破損していたスポットライト

についても入れ替える工事となります。これに伴いまして、LED 照明設備に対応した

照明操作卓の入れ替えも行います。なお、これらの舞台照明設備は特殊な機器のため、

すべての機器が受注生産となります。会館建設時の設備納入業者であることに加え、

現在も保守点検を行っていることから、舞台の状況を正確に把握していることもあり、

適正な製品の納入が期待できます。また、ホール客席側の照明につきましては、分割

し別発注として一般競争入札に付しており、本契約は舞台照明に関わるもののみとな

ります。工期は、議会の議決を得た日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までを予定して

おります。工事内容は以上のとおりです。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 
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○吉 澤（4番） 

本件議案について、昨日近所の人何人かにご意見を聞きましたところ、皆さん目を

丸くして、しっかり調べて審議して欲しいと言われました。このまま今日決めること

は禍根を残すのではないかと考え、以下 4 つの視点で質問させていただきます。第 1

は契約に至る経過についての確認です。町に私がお聞きしたところ、昨年度、松村電

機製作所以下 M社と言わせていただきますが、から概算見積もりを取りこれで予算計

上、今年度に入り同者から詳細設計、見積書を出させ、役場職員がこれをチェックし

て同社から見積りを取って、その 1者のみの見積りで契約に至ったと聞いていますが、

この事実認識で間違いないでしょうか。これが 1 点です。2 点目は説明にも一旦                                    

ありましたが、随意契約 1者見積もりとした根拠である M社しかできない工事かどう

かについての質問になります。舞台装置の専門業者は全国に 3者以上あります。身近

な会館でも他者の多くの実績があります。ですから M社以外でも舞台照明工事ができ

ることは容易に想像ができます。今回のように設備の大規模改修、入れ替えのような

場合、業者を変えることができるかについて、舞台装置の専門家にお聞きしたところ、

できるし変えた例もあるということでした。そこで 2 点目の質問です。M 社以外の専

門業者に本件工事ができるかどうか照会されたのでしょうか。この点、お答えくださ

い。3 点目は、税金の無駄遣いを防ぐ面での質問になります。近隣自治体の舞台照明

の LED化工事の場合では、業者から出された見積設計書を役場が公共事業積算単価等

により精査して、予定価格を決め結果として業者が当初出してきた見積額の 70％の額

で契約に至ったと聞いております。そこで質問です。M 社から今年度出された詳細設

計額はいくらですか。町の設定した予定価格はいくらでしょうか。そして M社から出

てきた見積額はいくらでしょうか。また、予定価格作成のための積算は誰がどのよう

に行われたのでしょうか。一旦、以上に質問させていただきます。 

○まちづくり政策課長 

それでは吉澤議員の質問にお答えをいたします。まず、一点目の経過それから随意

契約 1者につきましてのご質問の回答になります。本工事につきましては、工事の内

容、施工条件及び専門性の高さ等によるその特殊性から、一般競争入札による競争が

難しい場合が多く、結果として地方自治法施行令に基づく随意契約により実施される

ケースが多いことはやむを得ないと考えております。特殊な技術と経験を有する業者

に限定する必要があり、選定の効率化と品質確保の等の観点から、特定の業者との随
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意契約を選択したところです。随意契約の適用にあたっては、最初から随意契約あり

きで考えていたのではなく、まずは競争入札の可否について検討し、様々な要因から

競争入札が適していないと判断できる場合に限り随意契約としているところであり

ます。また、見積書の徴取につきましては、町の財務規則第 119条の 2第 1項に規定

されております。これは随意契約の見積書の聴取について定めているものであります。

原則は 2人以上の者から見積書を調整することとされておりますが、場合により 1人

の者から見積書を徴することができることも規定されております。同項第 1号にある

契約の目的または性質により、契約の相手方が特定されるときに該当し、また、町の

建設工事請負人選定委員会では、選定基準に基づき審査し適切な手続きを踏んでおり

ます。これは規則にのっとった適正な手続きであり、透明性と公平性を確保したもの

であると考えております。以上のとおり、地方自治法施行令及び町の財務規則に基づ

き、適切に行われたものであるとご理解をいただきたいと思います。今後ともより一

層の透明性と適正な運営に努めてまいりたいと思います。以上です。 

○学びの支援課長 

お答えいたします。先ほど来の特殊性のところでございますけれども、平成 26 年

に経済産業省から電気用品の技術上の基準を定める省令というものが出ております。

そこにおきまして、現在、辰野町民会館に設置してある施設設備につきまして安全管

理上の問題があるということで更新をするようにと、町民会館特定ありませんがホー

ル全体ですけども、それまで使っていた設備を更新して安全管理を万全を期すように

ということで省令が出ております。そのような部分につきましても、今回改修工事で

修繕を行うということになっております。そこの改善しなければいけない設備につき

まして、一部この今回随意契約を予定している M 社の規格の部分があるわけでして、

万が一他者でそこを修繕した場合に、M 社の規格の部分と他者の製品の混在する部分

になりまして、安全管理上、非常に危惧する部分が出てきます。万が一破損した場合

の補償の問題、それを起因とする職員の怪我等があった場合の補償の問題等、様々な

懸念が生じる恐れがあるそういうところがありますので、随意契約というところで該

当するというふうに理解をしております。以上です。 

○議 長 

 とりあえず町側の答弁は以上でよろしいですか。 

○吉 澤（4番） 
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答弁もれなんです、申し訳ありませんが。まず一点目。今年度、M 社から詳細設計

書を取り、それを役場職員がチェックして、そして契約に至ったと。契約にあたって

は M社 1者からの見積りで行ったとこれを否定する答弁がなかったので、そのような

理解でいいんですねっていうことを確認したいです。2 点目私聞いたのがこの工事が

M 社以外の専門業者、箕輪でも伊那でも駒ヶ根でも他の業者がやってますから、そう

いう専門業者にできるかどうか照会したんですかと、照会した事実がそこが答えてい

ただきたいと、それから本年度 M社から出てきた詳細設計金額はいくらなのかこれに

対して役場の作成した予定価格がいくらなのか、そこを教えていただきたいと、そこ

は具体的な質問ですので、具体的にお答えいただきたいと思います。2 回目になっち

ゃいますね。じゃあ続けてもう 1つ。 

○議 長 

とりあえず今のちょっと確認、改めて抜けてた部分だけ先に答えていただきます。 

○まちづくり政策課長 

それでは予定額につきましてお答えをさせて設計予定額ですね、つきましてお答え

はできるものですが、金額は 2億 8,820万でございます。以上です。 

○学びの支援課長 

先程の他者に照会したのか、ほかの業者でできないのかっていうお話ですけれども、

現在こちらで把握している中におきましては、今回の町民会館のホールの舞台照明と

同等の事業を行っているということで把握しているのは、塩尻市のレザンホールであ

ります。塩尻市のレザンホールにつきましては、平成 27 年、28 年度に事業を行って

おりまして、こちらで把握している近隣ではそれのみとなります。そのほかにも近年

県関係のホクト文化ホールですとか、伊那文ですとか、改修工事等を行っております

が、その工事につきましては舞台照明の改修工事ではなくて、客室の電灯工事ですと

か附帯する廊下とかそういうものの LED化と、伊那文化会館におきましては耐震工事

が含まれているということで、若干工事の内容が異なりますので、それについて参考

にしてはおりません。以上です。 

○学びの支援課長 

専門業者につきましては今何者かあるというふうにお話を伺いましたけども、こち

らで把握しているのは全国で 2者しかないというふうに理解しております。ですので

その 2者からということではなくて、先ほどのお話のとおり松村規格の部分があると
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いうことでほかの業者さんには照会はしておりません。以上です。 

○吉 澤（4番） 

今年度、M 社から詳細設計を出させたということです。その詳細設計額はいくらだ

ったんでしょうか。先ほど言われたのは予定価格ですよね。予定価格は 2億 8,820万

円、その予定価格の前の詳細設計額はいくらで出てきたんでしょうか。 

○副町長 

はい。一番最初の見積額ですが、その額についてこういう場でもってですね、あく

までも業者に参考見積として取ってるもんですから、そのあとに町の方で詳細に検討

する額になりますので、こういう場でもって公表していいかどうかっていうのはちょ

っと今私どもも確定できませんので、その問題についてお答えを控えさせていただき

たいと思います。 

○吉 澤（4番） 

2 番目の質問の扱いにしていただきたいのですが、もう 1 点は公共工事契約のルー

ルに合っているか、先ほど来、説明があった随意契約という方法が妥当なのか、また

1 者だけの見積りで随意契約することが妥当なのか、この点についての質問です。ご

承知のように、公共工事は一般競争入札を原則、工事金額が 130万円以下の場合など

の特定の場合だけ随意契約できるとしています。町は今回先ほど説明ありましたが、

今回の工事が競争入札に適さないものだからという判断をしたということですけど

も、随意契約ガイドラインというのがあります。これに、競争入札に適さない場合と

はという解説がありまして、例として特許権を必要とする場合などだと、そして注釈

としてわざわざ実績がある、熟練しているというのは、これには該当しませんという

ふうにされています。また町の財務規則ではまちづくり政策課長が言いましたけども

原則 2 者以上で、1 者でいい場合は契約の相手方が特定されるからということですけ

れども、随契でも見積もりは 3者から取るのが普通ではないかと思うんです。そこで

この点での質問です。今回の工事に M 社の特許を使う予定があるんですか。M 社の製

品システムでなければならないという理由をもうちょっとわかりやすく具体的にご

説明いただけないでしょうか。最後ですけども、M 社以外からはなぜ見積もりを取ら

ないでしょうか。見積りを取ることはできるはずですっちゅうのは、予定価格を作る

ために設計積算した設計図書が役場にあるわけですから、この図書を他者に示して見

積りしてくださいと言えばいい話です。出せませんって言ったら、それはそれまでで
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すけども、それをしないのはなぜでしょうか。最後に全国専門業者 2者と言いました

けど、もう 1者大きな会社がかなり仕事を取って近隣でも仕事やってるということは

事実として付け加えたいと思います。つまり 3者はあるという私の指摘は、そういう

ことではないかと思います。今の 3点質問として、2回目をお願いします。 

○学びの支援課長 

もう少し詳細にというお話でしたのでお話させていただきますが、今説明させてい

ただいている規格が違うと安全管理上問題のあるという規格ものはですね、町民会館

の舞台に作りつけられている部分になります。なので製品の部品のどこかが規格もの

で、それを使わなきゃいけないとかそういうものではありませんので、既にあるもの

について、そこに取り付ける際に規格ものとして他社のは使えないという、そういう

ところがあるということでありますので、そこが 1つ随意契約になるところ安全管理

上課題を残すので懸念される部分として、配慮をしたと考慮したということになりま

す。具体的には町民会館の照明施設に使いますコンセントになります。これがいわゆ

る T字型と言いまして横と縦に差し込みで電源を供給する、そういうコンセントなわ

けですけども、これがアースがちゃんとできていない場合漏電して火災が発生する恐

れがあるということで、C 字型というこういうコの字みたいな形の差込みに変更をす

るということで、これは法的に何か罰則が加えられるわけではないようですが、省令

を読み込むともう使えなくなる製品があるということだということで、これまでも保

守管理の際、これは改善する必要があるということで度々指摘を受けているものです

ので、そこについても改修が必要になったということで、この部分については先ほど

のとおり適合しない部分で万が一事故となった場合の責任の所在、補償の問題で懸念

される部分が出てくるというふうに判断しております。それが 40箇所ほどあります。

それと、舞台の合唱をする際に側面と天井に音響を反射するギザギザの板、盤を設置

するわけですけれども、その天井部分の照明機器、約 30 箇所が照明機器が設置され

ているわけですけれども、この取り付けの部分のジョイント部分に松村 M製作所の規

格ものが入ってくる、これすべて受注生産ですので、M 規格のものが入ってくるとい

うような状態になるということですので、ここにつきまして演者、ホールを使う皆さ

んがそこで何か催しもの等をしているときに、十分な緊結ができてない場合には落下

する恐れがあるいう懸念もありますので、この規格に合わせたものを取り付ける必要

があるというふうに考えておりますので、そこが詳しく説明というところでは説明を
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させていただけるというふうですので、特許ではなくて規格ものについてここが適合

しないと安全面でちょっと危惧される部分があるということになります。そういうこ

とも伴いましてM社の見積りのほかにどっか出さなかったかというところにつきまし

ては、その特殊性があるということから、他者から見積もりを取るということは必要

ないというふうに判断いたしました。以上です。 

○副町長 

はい。今回の随意契約につきましては、地方自治法の施行令これに随意契約という

契約を採用してもいいよということがしっかりとうたわれているということ、なおか

つ、辰野町の財務規則の中でも 1人の者から見積書を徴するものということもしっか

りとうたわれていること、そういったことから今回の契約に至ったということであり

ます。他市町村の会館の入札事例とかを今言われましたけれど、すべての会館の工事

がこの辰野町の業者選定に合致するかどうかというと、それはそれぞれの会館独自の

様々な理由があって、選定委員会で他の会館の選定方法を比較すべきではないかと考

え、そのために地方自治法で定められたこの随意契約という契約方法の選択を行って

はるわけでありますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

○吉 澤（4番） 

短期間で調べた私のつたない調査と提案には、不十分さや一部には間違いがあるか

もしれません。しかし今回の議案は 2 億 8,600 万円を随意契約、1 者見積りで契約し

ようという提案であります。本当に随意契約でいいのか、1 者見積りでいいのか、契

約金額が妥当なのか、この点については十分な検証が必要ではないでしょうか。議会

には町民に代わって町政をチェックして、より良い提案をしていく責任があります。

できるだけ調べて慎重に審議する必要があるのではないかと考えます。よって本議案

は委員会に付託するように提案したいと思います。 

○議 長 

 ただいま吉澤議員が議案第 18 号の即決に対して異議を申し立てました。会議規則

第 37条により即決に対する異義があるときは、1人の異義でも委員会に付託するかど

うか会議に諮ることができます。ほかに質疑、討論、なければ質疑、討論を終結した

いと思いますが、いかがでしょうか。ご質問ございますか。 

（議場  なし） 

○議 長 
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よろしいですか。これより第 18 号の委員会付託について、起立により採決いたし

ます。お諮りいたします。議案第 18 号は、契約議案の所管である総務産業常任委員

会に付託することに賛成の方はご起立願います。 

（起立   5名） 

○議 長 

起立は少数です。着席ください。従いまして議案第 18 号につきましては、議会運

営委員会の提案のとおり即決といたします。これより議案第 18 号、令和 7 年度辰野

町民会館ホール舞台照明設備改修工事請負契約についてを採決いたします。お諮りい

たします。本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

○吉 澤（4番） 

本議案の採決に反対する立場で、若干意見を述べます。先ほど言いましたように、

随意契約でいいのか 1者見積りでいいのか、さらにはこの 2億 8,600万円っていう金

額の妥当性を誰がどうやってチェックしたのか明らかになっていません。価格の比較

も行われていません。こういう状態で決定することには到底賛同できないと考えます。

よって、本件は否決し町側として再考し、出し直していただきたいという立場で本件

に反対します。以上です。 

○議 長 

今の意義の申し立てございましたが、賛同する議員の方いらっしゃいますか。 

○髙 木（8番） 

私も吉澤さんと同意見で、もう一度考え直す必要があると思います。以上です。 

○議 長 

ほかに討論ございますか。本議案は即決となっておりますので、ただいま反対の意

見がございましたが、議員の皆さんの起立により採決をしたいと思います。改めまし

て本議案第 18 条に関してです。この議案の原案のとおり可決することに賛成の方ご

起立願います。 

（起立   9名） 

○議 長 

起立多数です。着席ください。よって議案第 18号は原案のとおり可決されました。

日程第 21、議案第 19 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール天井改修工事請負契約につ

いてを議題といたします。提案者より提案理由の説明を求めます。 
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○まちづくり政策課長 

議案第 19 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール天井改修工事請負契約について提案

理由を申し上げます。当工事の請負契約につきましては、令和 7年 8月 8日一般競争

入札に付した結果、落札者が決定しましたので、請負契約を締結するため辰野町議会

の議会に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2 条の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は、令和 7年度辰野町民会館ホー

ル天井改修工事、契約の方法は一般競争入札、契約金額は 5,005万円、契約の相手方

は長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 7475番地 3、株式会社ヤマウラ辰野支店でござい

ます。以上、提案理由を申し上げました。工事内容につきましては、学びの支援課長

から説明申し上げますので、ご審議の上、原案可決くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○学びの支援課長 

議案第 19 号、令和 7 年度辰野町民会館ホール天井改修工事請負契約について、工

事内容を申し上げます。町民会館ホールの客席の天井に設置している照明設備の LED

化に伴う吊り天井及び側面の壁に設置している音響反射板それと空調ダクトにつき

まして有事の際に落下するのを防ぐための工事となります。具体的には、吊り天井に

つきましては、天井を吊り下げている吊りボルトの増設、固定部分の補強を行い、さ

らに水平方向への移動を防ぐための補強を行うという工事になります。これらの工事

を施工後、照明機器の開口部これは照明を取り付けるための穴になりますが、この 80

箇所ほどありますが、ここについての補強と照明機器落下防止のためのワイヤーの取

り付けを行います。客席の側面の壁の音響反射板につきましては、取り付け部分の補

強工事、空調ダクトにつきましては止め金具の増設を予定しております。工期は議会

の議決を得た日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までを予定しております。工事内容は

以上のとおりとなっております。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結いたします。これより議案第 19 号、令和 7 年度辰野町民会館ホ

ール天井改修工事請負契約についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は原
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案のとおり決するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 19 号は原案のとおり可決されました。日程

第 22、議案第 20 号、令和 6 年 11 月 1 日～2 日発生 11 月豪雨災害復旧事業伝兵衛井

地区工事請負契約についてを議題といたします。提案者より提案理由の説明を求めま

す。 

○まちづくり政策課長 

議案第 20号、令和 6年 11月 1日～2日発生 11月豪雨災害復旧事業伝兵衛井地区工

事請負契約について提案理由を申し上げます。当工事の請負契約につきましては、令

和 7年 8月 8日一般競争入札に付した結果、落札者が決定しましたので、請負契約を

締結するため、辰野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第 2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。契約の目的は、令和

6 年 11 月 1 日～2 日発生 11 月豪雨災害復旧事業伝兵衛井地区工事、契約の方法は一

般競争入札、契約金額は 1億 2,898万 6,000円、契約の相手方は長野県上伊那郡辰野

町大字樋口 1787 番地、松田建設株式会社でございます。以上、提案理由を申し上げ

ました。工事内容につきましては、産業振興課長から説明申し上げますので、ご審議

の上、原案可決くださいますようお願い申し上げます。 

○産業振興課長 

議案第 20号、令和 6年 11月 1日～2日発生 11月豪雨災害復旧事業伝兵衛井地区工

事請負契約について工事の概要を申し上げます。下辰野区伝兵衛井童謡公園 1号デッ

キ上流約 250メートルの地点におきまして、令和 6年 11月 1日から 2日発生 11月豪

雨による出水により、管理道路が 43.5 メートル崩落し、水路の片側が露出している

状況で、水路管理、通水にも支障が生じているため、管理道路及び水路の災害復旧工

事を実施するものであります。工事の主な内容につきましては、現場打水路工が 43.5

メートル、練積みブロックが 355.2平方メートル、仮設道路水路上段側ですが掘削盛

土で延長 45 メートル、仮設道路河川沿いでございますが、盛土撤去で延長 127 メー

トル、大型土嚢仮設が設置撤去で 840 袋、120 メートルでございます。河川土砂撤去

延長 100メートルでございます。工期は議会の議決を得た日の翌日から令和 8年 3月

31日を予定しております。工事の内容については以上のとおりでございます。 
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○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結いたします。これより議案第 20号、令和 6年 11 月 1日～2日発

生 11 月豪雨災害復旧事業伝兵衛井地区工事請負契約についてを採決いたします。お

諮りいたします。本案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 20 号は原案のとおり可決されました。日程

第 23、議案第 21 号、辰野町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とい

たします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○町 長 

辰野町固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。固定

資産評価審査委員会は固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服について審

査するため、地方税法に基づき設置された第三者機関で、委員につきましては任期は

3 年、各市町村に 3 名置くこととなっております。同委員を務めていただいておりま

す川村和康委員の 3期目の任期が満了となりますが、川村氏は司法書士、土地家屋調

査士として固定資産の評価について精通されており、委員として適任であり引き続き

選任したく提案申し上げます。任期は令和 7 年 10 月 1 日から 3 年間で 4 期目となり

ます。ご審議の上、原案同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議 長 

これより質疑を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑なしと認めます。議案第 21 号、辰野町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり同意するにご異議

ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 
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ご異議なしと認めます。よって議案第 21 号は原案のとおり同意することに決し

ました。日程第 24、議案第 22 号、辰野町教育委員会委員の任命についてを議題とい

たします。提案者より提案理由の説明を求めます。 

○町 長 

議案第 22 号、辰野町教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。教

育委員会は教育長と 4 名の委員をもって組織することになっており、委員の任期は 4

年と定められております。教育委員会委員であります関政彦氏は、令和 7 年 9 月 30

日に 2期目の任期満了を迎えますが、再任することについて地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 4条第 2項の規定により、議会の同意をお願いするものでありま

す。関政彦氏におかれましては 8年の間、辰野町の教育行政の充実に尽力をいただき、

心から感謝を申し上げる次第であります。この間、辰野町立小・中学校のあり方につ

いて、教育委員会の場において協議を重ね、本年 4月に川島小学校の閉校、辰野西小

学校との統合に尽力いただきました。現在は新たな辰野町立小・中学校あり方検討委

員会で、今後の学校の適正規模、適正配置等について研究・検討を行っていただいて

おりますが、将来を展望した新たな学校のあり方を方向付ける重要な時期にあたり、

この 8年間で培ってきた経験を活かし、辰野町の教育の発展に力を尽くしていただく

ため、引き続き関氏を教育委員会委員に任命したいと思いますので、ご審議の上、原

案同意くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議 長 

これより質疑、討論を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑、討論を終結します。これより議案第 22 号、辰野町教育委員会委員の任命に

ついてを採決いたします。お諮りいたします。本案は原案のとおり同意するにご異議

ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって議案第 22 号は原案のとおり同意することに決しま

した。日程第 27、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項及び地方自

治法第 180条の規定による報告事項がありますのでお聞き取り願います。報告第 1号、
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく令和 2年度から令和 5年度財政指

標等の修正について、報告第 2号、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づ

く令和 6年度財政指標等の報告について、以上 2件について報告を求めます。 

○まちづくり政策課 

報告第 1号、令和 2年度から令和 5年度の財政健全化判断比率の修正について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条第 1 項の規定により報告いたします。

本年度、令和 6年度分になりますが、の財政健全化判断比率について算定を行ってい

たところ、県からの指導により算定方法の解釈に相違が判明し、過去に報告した令和

2 年度から令和 5 年度の再算定を行ったところ、数値の修正となりました。原因とし

ましては、実質公債費比率においては、公営企業債の償還の財源として認められる繰

入金、将来負担比率においては、公営企業債等繰入見込み額の算定解釈を誤っており、

それぞれ適正に計上できていなかったため、それを修正し再算定すると、修正数値は

表のとおり実質公債費比率は、令和 2年度が 8.1％から 8.4％、令和 3年度が 7.4％か

ら 8.3％、令和 4年度が 6.8％から 8.1％、令和 5年度が 6.7％から 8.3％となります。

3 箇年平均で算定されるため、令和 2 年度以降の単年度数値が上がったことで、それ

ぞれ増加となりました。将来負担比率につきましては、令和 2 年度が 12.6％から

14.9％、令和 3年度が 4.1％から 10.8％となり、令和 4年度以降は算定なしで再算定

後も数値には影響なく、修正はありませんでした。修正数値の実質公債費比率と将来

負担比率はいずれも増加したものの、早期健全化基準を下回る範囲内となっておりま

す。なお、健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率

は決算ともに黒字であるため、修正前、修正後ともに算定されません。以上、令和 2

年度から令和5年度の財政健全化判断比率の修正についての報告とさせていただきま

す。続きまして報告第 2号、令和 6年度の財政健全化判断比率について、地方公共団

体財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定により報告いたします。令和 6年度

の報告数値は、先ほど報告申し上げた、報告第 1号、令和 2年度から令和 5年度の財

政健全化判断比率の修正後の数値を 3箇年平均値へ反映させたものとなります。表に

示した数値は暫定値であります。確定は 11 月となりますが、県の指導は終わってお

りますので、おおむねこの数値となる見込みです。また、修正が生じた場合には、再

度報告させていただきます。まずはじめに実質赤字比率でございます。一般会計等と

言われている会計が対象で、辰野町では一般会計及び地域情報告知システム特別会計
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になりますが、赤字が発生した場合、その額が標準財政規模に対してどのくらいの割

合かを示したものでございます。当町の標準財政規模は左下にあるとおり、63億4,415

万 2,000円です。標準財政規模とは地方自治体が標準的な行政運営時に通常収入され

るであろう経常的一般財源の規模を示すものです。実質赤字比率につきましては、黒

字であるためハイフン表示で該当なしであります。続いて、次の欄の連結実質赤字比

率でございますが、こちらはすべての会計が対象となります。やはり赤字が発生した

場合の標準財政規模に対する割合でございます。こちらも黒字となっておりますので、

同様の表示となっております。次の欄の実質公債費比率でございますが、これは自治

体の標準財政規模に対して一般会計等が負担する地方債における元利償還金及び公

営企業債の償還に対する繰出金などの純元利償還金が、どの程度の割合となっている

かを示した比率であります。これは 3 箇年の平均ですが 8.6％となりまして、修正報

告をした令和 5 年度に比べ 0.3％の増加となります。増加要因につきましては、令和

6 年度単年度数値 8.9％と比べ、比率の小さかった令和 3 年度単年度数値 8.0％が、3

箇年平均の算出から外れたことが主な要因になります。また、令和 6年度単年度数値

の算定において、割り返す分子となる一般会計における地方債の元利償還額は、昨年

度に比べ 265万 9,000円減少しておりますが、分母となる基準財政需要額に算入され

た公債費、災害復旧費等も減少したため、算定の結果、昨年度の単年度数値に比べ約

0.1％の増加で、ほぼ横ばいで推移しております。比率は早期健全化基準内となりま

すので、今後も将来を見据えた起債の有効活用を図ってまいります。続いて、次の欄

の将来負担比率でございますが、一般会計等が将来負担すべき地方債残高、債務負担

行為に基づく支出予定額及び企業会計等他会計の、実質的な負債額の標準財政規模に

対する割合でございます。この比率はハイフン表示で該当なしであります。近年、減

少傾向にある中でございましたが、令和 4年度より将来負担比率は該当なしとなって

います。令和 6年度の一般会計等における地方債の現在高は、1億 2,515万円の減少、

公営企業債の償還に対する繰入金見込額も 2億 6,541万 1,000円減少しており、令和

5 年度と比較しましても将来負担額は減少しておりますが、令和 6 年度は財政調整基

金、減債基金、その他特定目的基金の取り崩しを行ったため、算定に用いる充当可能

額が可能基金が減少していること、また、一般会計等における令和 6年度の地方債発

行額は 6億 1,290万円で、令和 5年度の 2億 7,600万に比べ 3億 3,690万円の増加に

なり、令和 7年度も町民会館照明 LED化及び天井改修工事、東部保育園の改修など大
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型事業の地方債発行を予定しているため、基金の残高状況に加え今後の起債の借り入

れ状況により、将来負担率は再び算出される可能性があります。中段の表上の行は、

この法律に規定されます早期健全化基準であります。実質赤字比率、連結実質赤字比

率、これらの基準は各市町村の標準財政規模により異なります。実質公債費比率、将

来負担比率は政令市を除き全市町村同じ数字です。この基準以上の場合は、財政健全

化計画を策定しなければなりません。下の行、財政再生基準はこの基準以上である場

合、財政再生計画を定めなければならないとされている基準です。いずれの基準につ

きましても辰野町は基準値を下回っておりますので、財政指標からは健全財政を維持

していると言えます。続きまして、裏面の 2 ページをご覧ください。こちらは令和 6

年度公営企業会計における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第 22 条第 1 項の規定によりまして報告させていただきます。こちらも暫定

値でございます。資金不足比率は資金不足額が出た場合、その額が事業規模に対して

どのくらいの割合かを示したものでございます。事業の規模とは簡単に言えば営業収

益であります。一番左の欄及び次の欄ですが辰野町の法適用企業会計は、上水道事業

会計と下水道事業会計と、町立辰野病院事業会計の 3会計でございます。次の欄の資

金不足額、剰余額につきましては、剰余額でございまして、上水道事業会計では 5億

138万 6,000円、下水道事業会計では 5億 5,541万 8,000円、町立辰野病院事業会計

では 1億 1,743万 1,000円となりました。右から 2番目の欄、資金不足比率はハイフ

ン表示で該当なしであります。以上が地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基

づき、令和 6年度決算等から算定した数値でございます。以上、令和 6年度の財政指

標等の報告とさせていただきます。以上です。 

○議 長 

ただいま報告がありましたが、報告事項でありますので特にここで聞いておきたい

という点に限って質疑を行います。ございませんか。 

（議場  なし） 

○議 長 

質疑を終結いたします。次に、報告第 3号、専決処分の報告について報告を求めま

す。 

○総務課長 

報告第 3号、専決処分の報告について、地方自治法第 180条の規定により、町が損
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害賠償の責を負うものについて、専決処分を行ったので報告いたします。町の職員や

道路施設等による財物事故 3件でございます。1件目は、令和 7年 1月 16日、辰野駅

前月極駐車場におきまして、契約場所に駐車する際、敷地内に存在する木の枝が車の

屋根に当たってしまいまして車を傷つけてしまったものです。示談が成立し、賠償金

額 20万 992円を支払いました。専決日は令和 7年 6月 5日です。2件目は令和 7年 4

月 24日、町道 2303号線の樋口付近を走行中の車が劣化した舗装を通過した際、舗装

の破片が跳ね上がり、車体下部のロッカーモールパネルを損傷させたものです。示談

が成立し、賠償金額 2万 7,192円を支払いました。専決日は令和 7年 6月 25日です。

3件目は、令和 7年 6月 20日辰野西小学校内駐車場において、公用車を駐車するため

バックをしていたところ、駐車してあったほかの車に接触し、左側前方を損傷させて

しまったものです。示談が成立し賠償金額 9万 8,142円を支払いました。専決日は令

和 7 年 7 月 25 日であります。本件 3 件の補償につきましては、全国町村会総合賠償

補償保険にて処理をいたしました。以上報告いたします。 

○議 長 

ただいま報告がありましたが報告事項でありますので、特にここで聞いておきたい

という点に限って質疑を行います。ございませんか。 

（議場  なし）   

○議 長 

質疑を終結いたします。日程第 28、請願陳情等についてを議題といたします。請願

陳情等については、あらかじめ文書表を配布してあります。ここで事務局長に文書表

を朗読いたさせます。 

○議会事務局長 

 （文書表 朗読） 

○議 長 

以上、陳情 1件については、福祉教育常任委員会へ付託することにしたいと思いま

すがご異議ありませんか。 

（議場  異議なしの声） 

○議 長 

ご異議なしと認めます。よって、文書表のとおり福祉教育常任委員会へ委託するこ

とに決しました。以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散
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会といたします。大変ご苦労さまでした。 

 

１１.散会の時期 

 

9月 1日  午後 0時 40分  散会 


